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第６章 実現化方策

１．計画の実現に向けた取組み方針
緑のマスタープランは、緑のまちづくりの指針としての役割を示すものです。したがって、計画の

実現に向けては、緑のマスタープランに示した内容に基づき、個別・具体的な事業計画の策定や、関
係機関との調整・協力、市民との協働などにより計画の実効性を確保していくことが必要です。この
ことから、市民・事業者・行政が連携を図りながら、効率的かつ効果的に事業を推進していきます。
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行政 　個別・具体的な計画の作成
市民の理解や協力を得ながら、緑のまちづ

くりに関わる個別・具体的な計画を作成します。

行政 　関係機関との調整・協力
緑のまちづくりに関わる取組みの事業化や

事業の円滑な推進のため、国、愛知県、隣接
自治体、その他公的機関（鉄道事業者、ＵＲ
都市機構、愛知県住宅供給公社）、民間事業
者、地域団体、市民活動団体などとの調整・
協力を図ります。

官民 　民間活力を生かしたまちづくり
民間事業者の活用、地域団体、市民活動団

体や市内大学との連携など多様な見地から民
間活力の導入を検討し、維持管理コストの削
減を図るとともに、既存の公園・緑地の活用
や魅力化を図ります。

官民 　開発などに対する適切な誘導
植木のまちとしての稲沢らしさが感じられ

るよう、緑豊かな空間づくりを民間企業や開
発事業者などに対して適切に誘導していきます。

官民 　個別・具体的計画に基づいた事業化
個別・具体的計画に基づき、事業化を図っ

ていきます。
官民 　緑のまちづくり活動に対する技術的な支援

専門家・アドバイザー、ＮＰＯ＊などの人的
なネットワークにより、技術的な支援やサポー
トができる体制づくりを進めていきます。

市民 　緑のまちづくり活動の促進
市民に緑のまちづくりへの参画を促すこと

で、緑のまちづくりの担い手を発掘・育成し、
市民による主体的な緑のまちづくり活動を促
進します。
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緑のまちづくり
に関する
情報の共有化
○広報紙や
　ホームページ、　

SNS＊を活用
した情報の
発信

○パンフレット
やチラシの
発行

情報共有

行政 ：行政が主体となるもの
市民 ：市民・民間事業者が主体となるもの
官民 ：官民連携または行政もしくは市民・民間事業者が主体となるもの
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２．計画の進捗管理
緑のマスタープランに掲げた将来像「健康的で快適な暮らしが実感できる個性豊かな緑のあるまち」

の実現に向け、指標及び目標値・方向性を設定することにより、進捗状況を管理しながら具体的な施
策を展開していきます。

具体的な施策を展開するにあたっては、社会経済情勢の変化や市民意向を把握しつつ、計画（Plan）、
実践（Do）、点検・評価（Check）、見直し（Action）を順次行なっていく「ＰＤＣＡサイクル」に
より進めます。

なお、計画期間の中間年度においては、本指標の計測による評価を行い、公表します。

指　標 現況値
目標値・方向性

2029（令和11）年度

身近な公園・緑地の親しみやすさ
53.3 %※１

→（2018（平成30）年度）

公園の維持管理を行っている地元団体数
35 団体

→（2018（平成30）年度末）

都市計画区域＊内の都市公園※２面積
67.5 ha

70.0 ha
（2018（平成30）年度末）

都市計画区域の１人当たり都市公園※２面積
4.9 ㎡/人

5.5 ㎡/人
（2018（平成30）年度末）

都市計画区域の都市公園等※３面積
152.0 ha

155.9 ha
（2018（平成30）年度末）

都市計画区域の１人当たり都市公園等※３面積
11.1 ㎡/人

12.2 ㎡/人
（2018（平成30）年度末）

※１　稲沢市ステージアッププラン（2018（平成30）年１月）
※２　都市公園：街区公園＊、近隣公園＊、都市緑地＊など
※３　都市公園等：都市公園＊と公共施設緑地＊（児童遊園、公共的な施設など）

評価指標
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